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マ ル イ ト OBPビ ル大 阪 市 中 央 区 城 見 2-2-2

鹿 島 建 設 株 式 会 社  関 西 支 店

専 務 執 行 役 員  支 店 長

木 戸  徹  様

大 阪 市 中 央 区 北 浜 3-1 -22あ い お い 損 保 淀 屋 橋 ビ ル
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内 容 証 明 と Eメ ー ル に て 送 付

c c:送 付 先 、 末 尾 記 載

御 堂 筋 フ ロ ン ト タ ワ ー ビ ル 用 地 ト ラ ブ ル に つ い て

拝 啓  時 下 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と お 喜 び 申 し 上 げ ま す 。

す で に ご 承 知 の ご と く 御 社 施 工 の 御 堂 筋 フ ロ ン ト タ ワ ー ビ

ル KOパ ネ ル の 建 築 基 準 法 違 反 施 工 に つ い て 去 る 5月 17

日 ヒ ル ト ン 大 阪 で 三 菱 地 所 、 三 菱 地 所 設 計 ら と の 協 議 の 席

で 、 貴 社 は 大 臣 認 定 も 最 近 取 得 さ れ 改 修 工 事 を 開 始 さ れ る



こ と を 三 菱 地 所 や 三 菱 地 所 設 計 よ り 報 告 を 受 け ま し た 。 こ

の 協 議 の 際 に は 、 当 方 は 同 月 25日 頃 迄 に 三 菱 地 所 と 当 社

と の 間 で 、 お お む ね 円 満 解 決 が 決 定 す る も の と 思 つ て い ま

し た の で こ の 件 に 賛 成 い た し ま し た 。 と こ ろ が こ の 5月 2

5日 の 会 議 は 、 中 止 と な り 次 回 は い つ 開 催 さ れ る か 見 通 し

は つ い て お り ま せ ん 。 現 状 で は 、 御 堂 筋 共 同 ビ ル 開 発 特 定

目 的 会 社 と 当 社 と の 定 期 借 地 契 約 を 契 約 違 反 に よ り 解 除 す

る か も し れ ま せ ん 。 も し そ う な っ た 時 は 、 当 フ ロ ン ト タ ワ

ー ビ ル は 不 法 占 拠 と な リ ビ ル 全 体 の 基 礎 も 含 め て 撤 去 い た

だ く こ と と な る 可 能 性 が あ る こ と を あ ら か じ め お 知 ら せ 致

し ま す 。

敬 具

c c送 付 先 :

三 菱 地 所 株 式 会 社

代 表 取 締 役  取 締 役 社 長 木 村  恵 司 様

株 式 会 社 三 菱 地 所 設 計

代 表 取 締 役  取 締 役 社 長 様小 日 川  和 男



御 堂 筋 共 同 ビ ル

取 締 役 見 上

鹿 島 建 設 株 式 会 社

御 堂 筋 フ コ ン ト タ

所 長  芽 野  毅

発 特 定 目 的 会 社

美 様

関 西 支 店

ワ ー エ 事 事 務 所

様

開

　

　

正 ／
照
＼

Chen,Kato&Partners PTE LTD

この郵便物 は平成 22年  5.月  28日
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2010年 6月 9日

大 阪 市 中 央 区 城 見 2-2-22マ ル イ ト OBPビ ル

鹿 島 建 設 株 式 会 社  関 西 支 店

専 務 執 行 役 員  支 店 長

木 戸  徹  様

大 阪 市 中 央 区 北 浜 3-1-22あ い お い 損 保 淀 屋 橋 ビ ル

大 洋 リ

代

内 容 証 明 と Eメ ー ル に て 送 付

c c:送 付 先 、 末 尾 記 載

御 堂 筋 フ ロ ン ト タ ワ ー

定 期 借 地 権 設 定 契 約 解 除 の 件

去 る 2010年 5月 28日 付 内 容 証 明 郵 便 で お 伝 え し た

よ う に 、 御 社 施 工 の 御 堂 筋 フ ロ ン ト タ ワ ー の 底 地 に 関 す る

諸 問 題 で 、 弊 社 は 多 大 な 迷 惑 や 損 害 を 被 つ て き ま し た 。 間

題 を 解 決 す べ く 借 地 権 者 で あ る 御 堂 筋 共 同 ビ ル 開 発 特 定 日
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的 会 社 か ら 開 発 及 び 特 定 資 産 の 管 理 処 分 を 委 託 さ れ て い る

三 菱 地 所 株 式 会 社 (以 下 、「 三 菱 地 所 」 と す る )と 、 そ の 後

も 交 渉 を 重 ね て お り ま し た が 、 三 菱 地 所 は 土 地 定 期 借 地 権

設 定 契 約 を 完 全 に 反 故 に し た 上 に 不 載 実 な 対 応 を と る ば か

り で 、 債 務 不 履 行 の 解 消 の 見 通 し は 未 だ に 立 っ て お り ま せ

ん 。

そ れ ど こ ろ か 三 菱 地 所 は 、 ま る で 弊 社 が 契 約 違 反 を 犯 し

損 害 を 与 え て い る ご と き 態 度 を 今 ま で 取 り 続 け て お ら れ ま

す 。 そ の 上 世 間 で は 弊 社 が 契 約 違 反 を し て 債 務 不 履 行 を 発

生 さ せ 、 三 菱 地 所 を 始 め と す る 関 係 者 の 方 々 に 損 害 を 与 え

て い る と の 噂 が 広 ま っ て お り 、 風 評 被 害 も 発 生 し て お り ま

す 。

ま た 過 去 に 御 堂 筋 フ ロ ン ト タ ワ ー ビ ル の 買 い 取 り 先 と し

て 弊 社 に 打 診 .が あ り ま し た が 、 当 方 が 考 え て い た 以 上 に K

Oパ ネ ル 事 件 の 影 響 は 大 き く 、 ビ ル の イ メ ー ジ は 業 界 で 最

低 と な り ま し た 。 弊 社 の ネ ー ム パ リ ュ ー で は 、 そ の よ う な

ビ ル の テ ナ ン ト リ ー シ ン グ す る 力 は と て も ご ざ い ま せ ん 。

よ つ て 上 記 三 菱 地 所 の 不 誠 実 な 対 応 と 貴 社 の KOパ ネ ル

問 題 で 、 債 務 不 履 行 の 発 生 か ら 半 年 も 忍 耐 強・く 我 慢 し,て 今

日 ま で 円 満 解 決 を 望 み ま し た が 、 解 決 の 見 通 し が つ か な い



為 、 定 期 借 地 権 設 定 契 約 の 契 約 解 除 通 知 を 御 堂 筋 共 同 ビ ル

特 定 目 的 会 社 宛 て に 発 送 し 、 そ れ と 一 体 で 実 質 運 営 会 社 で

あ る 三 菱 地 所 に 対 し て も 別 便 で 送 付 致 し ま し た (Eメ ー ル

に て 送 付 :2010年 6月 9日 付 契 約 解 除 通 知 書 ご 参 照 )

。 従 つ て 現 在 手 直 し 工 事 中 と 問 い て お り ま す が 、 同 ビ ル の

借 地 権 が 消 滅 し た の で 貴 社 は 直 ち に 立 ち 退 き 、 三 菱 地 所 と

協 議 の 上 で 2週 間 以 内 に 建 物 の 解 体 撤 去 工 事 の 施 工 計 画 書

を ご 提 示 く だ さ い 。

将 来 貴 社 が ご 希 望 さ れ る の で あ れ ば 、 2000年 以 降 の

三 菱 地 所 と の 通 信 文 を 貴 社 に 公 開 致 し ま す 。

以 上
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代 表 取 締 役  取 締 役 社 長 小 日 川  和 男 様
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2010年 6月 9日

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 1丁 目 9番 13号

御 堂 筋 共 同 ビ ル 開 発 特 定 目 的 会 社

代 表 取 締 役  見 上  正 美  殿

大 阪 市 中 央 区iJヒ 浜 3丁 目 1番 22号

'あ い お い 損 保 淀 屋 橋 ビ ル

大 洋 リ ア ル エ ス テ ー ト 株 式 会 社

代 表 取 締 役  堀 内  正 雄

契 約 解 除 積 知 書

前 略  弊 社 は 、 貴 社 に 対 し 、 平 成 22年 4

月 5日 付 内 容 証 明 郵 便 に て 、 平 成 22年 1月

29日 を 弁 済 期 と す る 保 証 金 20億 円 及 び 同

年 3月 分 及 び 4月 分 の 賃 料 及 び こ れ ら に 対 す

る 各 支 払 日 の 翌 日 か ら 年 14:6%の 割 合 に

よ る 運 延 損 害 金 を 同 書 面 到 達 後 10日 以 内 に

お 支 払 い 頂 く よ う 催 告 し 、 同 内 容 証 明 郵 便 は

平 成 22年 4月 6日 貴 社 に 到 達 し て お り ま す

し か る に 、 本 日 に 至 る も 上 記 金 員 は も と よ

り 、 そ の 後 の 5月 分 の 賃 料 の お 支 払 い も な く

、 か つ 、 延 滞 解 消 に つ い て 貴 社 か ら は 何 ら の

ご 連 絡 も あ り ま せ ん 。



貴 社 の 財 務 内 容 を 見 れ ば 、 貴 社 に お い て は

、 上 記 延 滞 金 は も と よ り 、 今 後 の 賃 料 を 支 払

う 能 力 は 皆 無 で あ る こ と は 明 白 で す 。

他 方 、 貴 社 の 優 先 出 資 者 で あ る 三 菱 地 所 株

式 会 社 か ら は 、 貴 社 の 借 地 権 を 議 渡 し 、 懐 受

人 に お い て 延 滞 を 解 消 す る と の 方 策 が 提 案 さ

れ て お り ま す が 、 現 時1_点 で そ れ が 確 実 に 実 行

で き る と'い う 裏 付 け 資 料 の 呈 示 も な く 、 い つ

実 行 す る か の ス ケ ジ ュ ー ル も 一 切 不 明 で す 。

こ う い う 状 況 で あ り ま す の で 、 弊 社 と し て

は 、 こ の ま ま 貴 社 と の 間 の 大 阪 市 北 区 曽 根 崎

新 地 1

0 7 年

目 6番 4外 8筆 の 宅 地 に 関 す る 20

0月 4日 付 定 期 借 地 権 設 定 契 約 を 継

続 す る こ と は 困 難 と 判 断 し ま し た 。

よ つ て 、 本 書 面 よ り 、 上 記 定 期 借 地 権 設 定

契 約 の 解 除 を 通 知 致 し ま す 。

つ き ま し て は 、 契 約 書 第 16条 に 定 め る 通

り に 直 ち に 地 上 建 物 を 収 去 し て 土 地 を 明 け 渡

し て 頂 く と と も に 、 契 約 解 除 日 ま で の 延 滞 賃

料 及 び 第 9条 に 定 め る 遅 延 損 害 金 、 保 証 金 2

0億 円 の 土 地 明 渡 し ま で の 遅 延 損 害 金 、 及 び

第 17条 に 定 め る 契 約 解 除 後 明 渡 し ま で の 期

5条

う 1馘

１

　

よ

丁

　

１

間 の 賃 料 倍 額 の 使 用 料 並 び に 契 約 書 第

2項 に 定 め る 違 約 金 を お 支 払 い 下 さ る

告 致 し ま す 。

な お 、 貴 社 に お か れ ま し て 、 直 ち に 建 物 収



去 作 業 に 着 手 し な い 場 合 は 、 法 的 手 続 を 採 る

こ と に な り ま す の で ご 承 知 お き 下 さ い 。

以 上
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